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午後 １時００分 開会 
（出席議員 １３名） 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（西村昭教君） 御出席まことに御苦労に存じま

す。ただ今の出席議員は１３名であります。これより平

成２０年第２回上富良野町議会臨時会を開会いたしま

す。直ちに、本日の会議を開きます。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布のとおり

であります。 
 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会運営

等諸般の報告をいたさせます。 

事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

今臨時会は、５月２０日に告示され、同日議案等の配

布をいたしました。 

 今臨時会の会期、日程等その内容は、お手元に配布の

議事日程のとおりであります。 

 今臨時会に提出の案件は、町長から提出の議案第１号

ないし議案第２号の２件であります。 

今臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出席を

求め、別紙配布のとおり出席いたしております。 

以上です。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって議会運営等諸般の

報告を終わります。 

 

  

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員の指

名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、

議長において、 

１１番 渡 部 洋 己 君 

１２番 佐 川 典 子 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を議題

といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって、

会期は、本日１日間と決しました。 

 

 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第１号平成 20
年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第１号）の

件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求

めます。 
町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいま上程されまし

た、議案第１号平成２０年度上富良野町老人保健特別会

計補正予算（第１号）につきまして提案の趣旨を御説明

申し上げます。 
 平成１９年度老人保健特別会計決算におきまして、当

該年度中の支払基金交付金及び国庫支出金、道支出金の

歳入が年度を越えて平成２０年度の収入となることか

ら、平成１９年度決算におきまして、３，０４６万３，

０００円の歳入不足を生じる見込みであることから、そ

の不足額について地方自治法施行令第１６６条の２の

規定に基づき、平成２０年度老人保健特別会計より繰上

充用するものであります。 
以下、議案を朗読しながら説明といたします。 
議案第１号。平成２０年度上富良野町老人保健特別会

計補正予算（第１号）。 
平成２０年度上富良野町の老人保健特別会計の補正予

算（第１号）は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ３，２９１万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，６２３

万８，０００円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表 歳入歳出予算補正」による。 
１頁をお開きいただきたいと存じます。 
第１表。歳入歳出予算補正。款及び補正額のみ申し上

げます。 
１、歳入。 
１款支払基金交付金補正額３９３万１，０００円。 
２款国庫支出金補正額２，６５６万７，０００円。 
３款道支出金補正額２４１万９，０００円。 
歳入補正額合計は３，２９１万７，０００円でありま

す。 
次に、２、歳出でありますが、 
３款諸支出金２４５万４，０００円。 
４款前年度繰上充用金３，０４６万３，０００円。 
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歳出補正合計といたしまして３，２９１万７，０００

円となります。 
以上、議決項目について御説明申し上げました。御審

議いただきまして、議決賜りますようお願い申し上

げます。 
○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終わります。これより質疑に入ります。 
（｢なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質疑、

討論を終了いたします。 

○議長（西村昭教君） これより議案第１号を採決いた

します。本件は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 
 

 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第２号 上富良

野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を

議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めま

す。 
町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいま、上程されま

した、議案第２号上富良野町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申し

上げます。 
 平成２０年度の税制改正法案が平成２０年４月３０

日施行されましたことによりまして、後期高齢者医療制

度の創設に伴う国民健康保険税の賦課額に後期高齢者

支援金等課税額を新たに追加し、医療基礎課税限度額を

現行５６万円を４７万円に、後期高齢者支援金等課税限

度額を１２万円とするともに、各税率等の算定基準額を

定めるものであります。 
また、７５歳以上に達して後期高齢者医療制度へ移行

することにより、国保に残された者が単身世帯となるこ

とによって、前年度に比べて負担が多くなる世帯、いわ

ゆる特定世帯においては、国民健康保険税の世帯割を５

年間に限り半額とする減額措置を定めるとともに、７５

歳以上の被用者保険本人が後期高齢者医療制度に移行

し、７４歳未満の被扶養者が国保に加入することによっ

て、新たに国民健康保険税を負担することとなる対象者

について、２年間に限り軽減措置を定めるものでありま

す。 
また、生活困窮及び災害等により損害を受けた場合の

減免規定を定めるため、これら必要な事項について条例

の一部を改正するものであります。 
以下につきまして、今回は大量の改正条文となります

ことから、議案の朗読を省略させていただき、その主な

改正点のみ、内容の説明をいたしますので、御了承願い

たいと思います。 
議案第２号上富良野町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例。 
上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上富良野

町条例第７号）の一部を次のように改正する。 
第２条は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に

より、後期高齢者支援金等課税額を追加し、医療基礎課

税限度額を現行５６万円を４７万円に改めるものであ

ります。 
また、後期高齢者支援金等課税額は、所得割、資産割、

均等割、平等割額の合算とし、課税限度額を１２万円と

するものであります。 
第３条及び第４条、第５条は、医療分基礎課税額の所

得割率を現行１００分の８を１００分の５．２に、資産

割率を現行１００分の６０を１００分の３７に、均等割

額を現行２万６，０００円を２万２，０００円に改正す

るものであります。 
第５条の２は、世帯別均等割額を現行３万２，５００

円を２万円に、また、特定世帯の均等割額を５年間に限

り１万円とすることの条文を追加するものであります。 
第２４条は、国民健康保険税の減免規定に関する条文

の追加といたしまして、１、困窮により生活のため公私

の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者。２、

震災・風水害・火災等の災害により著しく損害を受けた

者。次のページをお開き願います。３、健康保険法及び

船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合

法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組

合員並びに私立学校教職員共済法の規定による共済制

度の加入者で、６５歳以上の被扶養者であった者につい

て、２年間に限り減免措置を講ずる旨を規定したもので

あります。 
また、同条第２項及び第３項は、減免を受けようとす

る者は、減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して納期限前７日までに町長に申請すること。さらに、

減免を受けた者はその事由が消滅した場合には、直ちに

町長に申告しなければならないことを規定しています。 
 次に、第２１条第１項は、負担の厳しい低所得世帯に

対する負担軽減の規定でありまして、国民健康保険税の

賦課額に後期高齢者支援金等課税額を追加し、税率等の

算定基準額の見直しをすることに伴いまして、第２１条

第１項第1号は、７割軽減の減額の額について定めるも
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のでありまして、均等割額を現行１万８，２００円を１

万５，４００円に、平等割額を現行２万２，７５０円を

１万４，０００円に改め、新たに、特定世帯の平等割額

を７，０００円に、後期高齢者支援金等課税額の均等割

額を４，９００円に、平等割額を４，４８０円に、特定

世帯の平等割額を２，２４０円と減額の額を定めるもの

であります。次のペ－ジをごらんください。 
第２１条第１項第２号につきましては、５割軽減の減

額の額について、均等割額を現行１万３，０００円を１

万１，０００円に、平等割額を現行１万６，２５０円を

１万円に改め、新たに特定世帯の平等割額を５，０００

円に、後期高齢者支援金等課税額の均等割額を３，５０

０円に、平等割額を３，２００円に、特定世帯の平等割

額を１，６００円と減額の額を定めるものであります。 
第２１条第１項第３号につきましては、２割軽減の減

額の額について、均等割額を現行５，２００円を４，４

００円に、平等割額を現行６，５００円を４，０００円

に改め、新たに特定世帯の平等割額を２，０００円に、

後期高齢者支援金等課税額の均等割額を１，４００円に、

平等割額を１，２８０円に、特定世帯の平等割額を６４

０円と減額の額を定めるものであります。 
第２１条第３項は、２割軽減の申請をする旨の規定で

ありましたが、これまで２割軽減を受けるためには申請

書の提出が必要でしたが、平成２０年度からは７割、５

割軽減と同様に申請書の提出を不要とするため、同項を

削除するものであります。 
次に、第２０条から次のページ中段の第６条中の各条

の読み替えの改正につきましては、条文の追加及び削除

等によります条文の整理であります。 
第６条及び第７条、第７条の２、第７条の３は、後期

高齢者支援金等課税額の所得割額を前年度所得に係る

基礎控除後の所得額に対して１００分の１．８に、資産

割額を１００分の１２．４に、被保険者均等割額を一人

について７，０００円に、世帯別均等割額を特定世帯以

外の世帯については６，４００円に、特定世帯について

は３，２００円とすることを規定しています。 
附則第２項は、条文の文言の整理及び条文追加、削除

によります条の読み替えの改正であります。 
附則第３項から第６項までは、平成１８年度の公的年

金控除の見直しや老年者控除の廃止に伴い、国民健康保

険税についても負担が急増する高齢者の方に配慮し、国

の制度に基づきまして２年間に限り国保税の所得割の

基礎となる所得額の算定及び軽減の特例の緩和措置を

実施していたところありますが、期間の満了に伴いまし

て制度廃止となりますことから、同項を削除するもので

あります。 

附則第７項から次のページの附則第１６項は、条文の

文言の整理及び条文追加、削除によります条の読み替え

の改正であります。 
附則1の施行期日は、この条例は、公布の日から施行
し、平成２０年４月１日から適用する規定であります。

２の適用区分は、改正後の条例の規定は平成２０年度以

降の年度分に適用し、平成１９年度までの国民健康保険

税は従前の例による事の規定であります。 
以上、説明といたします。御審議いただきまして、議

決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終わります。これより質疑に入ります。 
５番 米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 何点か質問させていただきます。

減免規定の申請の部分のところでありますが、公務員共

済等にかかわって、２項目ですか、第２４条の第２項の

ところで納期７日までに減免する者は、申請しなければ

ならないというふうにうたわれておりますが、一方で国

民健康保険税については、これを削除するというかたち

になっているというふうに思いますが、ここの違いとい

うのはどういうふうに受け取ったらいいのかというの

と。自らその制度がわからなければ、申請することもで

きないというふうに思うのですが、私もこの点よく理解

できないものですから、その周知をどのようにされよう

としているのかお伺いいたします。 

 次にお伺いしたいのは、この制度が今後進められると

いう状況の中で、後期高齢者の支援制度、いわゆる支援

金というかたちの中で国保加入者が、また、一般の共済

等の方も負担しなければならないというかたちになり

ますが、これは当然、高齢者が増えるにしたがいまして、

その費用負担が上がれば上がるほど、この支援金の負担

も増えるという中身になっているのではないかと思い

ますが。この点、国のほうでは、今後、１０％、１５％、

２５％というかたちで２年ごとに見直して、改定をして

負担をしてもらうということが、はっきりうたわれてい

るというふうに思いますが、上富良野町の場合この負担

金の推移は、どのように推測されているのか、この点。

さらにお伺いしたいのは、国はこういう後期高齢者制度

をつくることによって、各保険者の負担は軽減されるの

ではないかというようなかたちのうたい文句でありま

すが、しかし、今述べましたように医療給付や医療の質

がどんどん上がってくるというようなかたちになれば、

その負担内容も変わって、おのずとその負担の対象も引

きあがるということを考えた場合に、決して国がいうよ

うな軽減されるというような内容にならないというふ

うに思いますが、この点、どうなのかということをお伺
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いいたします。 

 次に、課税の仕方の問題なんですが、世帯合算という

かたちの中で減免を受けようとした場合に、納入はあく

まで個人なんだけれども、個人で減免措置が受けられる

と思ったらそうではなくて、あくまでも世帯合算という

かたちで、子どもに扶養されている場合は、その子ども

さんが課税されている場合は、当然、その減免の措置が

受けられないというような問題がここにあるのかなと

いうふうに思いますが。変な制度だというふうに思いま

すが、そこはどういうようになるのか明確にしていただ

きたいというふうに思います。 

 あともう一つ、高額医療費の負担のかたちで、後期高

齢者の場合は誕生日を基準として、高額負担の部分が算

定されるというふうに思いますが、介護保険の場合は誕

生日の一日前だったかと思うのですが。一般病院の場合

はその月を単位の一つとして、高額負担の場合、算定さ

れると思います。そうなった場合に誕生日に本人が高額、

後期高齢者が入院していた場合、二重の負担を払わなけ

ればならないという問題があるというふうに思います

が、この点、どのようになっているのかお伺いしたいと

思います。 

 いろいろ、まだ、ありますが、いずれにしてもこの制

度の矛盾というのはでてきております、国がいうように

単なる直して済むものではなくて、あくまでも廃止しな

ければ、こういう問題が解決できないという性質のもの

でありますので、そういうものも含めて、今、質問した

点、答弁をお願いします。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番、米沢議員の４点

の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず１点目の減免の申請書の関係でございますが、７

割、５割、２割の申請につきましては、いままで２割申

請におきましては、申請書の提出が必要でございました

が、これで７割、５割、２割につきましては申請をせず

に減免を受けれることになってございます。もちろん、

町のほうで、その対象者を把握をしてございますので、

全て、制度を知らなかったからということの不公平感は

ないと思っております。 

また、納期限前７日までに申請をする事案といたしま

しては、先ほど言いましたように、突然のリストラです

とか、生計中心者の疾病ですとか、収入が途絶えてしま

う。あるいは、風水害等の災害を受けてしまった時、そ

ういうものに限りまして、その事案が生じた後に納期限

前７日までに提出をいただく。したがいまして、基本的

には納期を過ぎてしまったものについては、減免を受け

ることができないというふうに御理解をいただきたい

と思います。 

次に２点目の、いわゆる後期高齢者制度が、医療制度

がスタートした後、今回の条例の改正をお願いしてござ

います各健康保険者の支援金の推移、予測の関係でござ

いますが、議員も御承知のように７５歳以上の高齢者の

方々にとりましては、医療に依存する率が相当に多い状

況にあります。したがいまして、高齢化がどんどん進ん

でまいりますと、この後期高齢者医療制度の医療の給付

額が当然にして延びるだろうと予測しております。した

がいまして、この支援金、各健康組合の支援金について

も、それに伴う増嵩が予想されるところであります。議

員おっしゃるように、２年を限度にそれぞれ見直しを規

定されてございますので、ルールどおりの支援金等の計

算に基づいて、上がるものは当然にして、国保の場合で

すとその負担割合を支出していくことになろうと思い

ます。この制度自体がどうなのかという点でいいますと、

今、国でもいろいろな議論をされておりますので、今後、

それらの制度がどのようになっていくのかというとこ

ろも注目をしているところでありますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

３点目の課税にかかわる御質問でありましたが、実は

議員おっしゃるとおり、世帯が合算をされた所得でみる、

今までもそのルールでございましたので、例えば３世代

がいてお孫さんがパートをした。あるいは勤められた方

が課税になっている。その世帯合算でみるわけでござい

ますので、当然そこは減免措置等が受けられない場合が、

いままでも生じてございます。この後期高齢者制度移行

後も考え方としては同じ考え方になります。それを、世

帯分離をするのかしないのかというのは、当然、行政が

こうしなさい、こうしたら安くなりますよということは、

アドバイスの中であったとしても、これらを強要する、

あるいは、それらについては家族の問題だというふうに

捉えています。先ほど言いましたように、相談をされる、

あるいは、アドバイスを受けたいということであれば、

それらの話は事実としてお話することであります。 

次、４点目の高額医療の負担の関係でいいますと、こ

ちらも議員がおっしゃるとおり、誕生日を基準にしてご

ざいますので、その誕生月の時に入院をされていた。７

４歳から７５歳になった途端に医療制度が変わります

ので、これらについては、例えば１５日に誕生日をむか

えられたときに、前半は国保、後半は後期高齢者という

ふうになった場合には、それぞれの高額療養費をそれぞ

れの制度に基づいて計算をされますので、例えば１ヶ月

に１０万円かかったとして、その中の５万円、５万円が

国保と後期高齢者の制度で受けたということになると、

それぞれのところでもらうということになりますから、
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1 ヵ月合算だったら高額医療費を受けられたのに、その

月だけは受けられない制度となります。これらについて

は、御存知のように後期高齢者制度にかかわらず、例え

ば社保に変わったという場合も同じようなことが言え

ることでございます。そのようなことで高額医療制度に

ついては、制度上はその様なことになっているというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番、米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 今、担当の課長も延べましたよ

うに、非常に複雑な内容になっています。この点で言え

ば、まだ、この間、財政の、高齢者の所得が多いか少な

いかによっても調整交付金が減ったり増えたりという

問題になってきております。また、健康診断等における

医療費の抑制がされたのかどうなのかという、いわゆる

受診率が向上されたのかどうなのかということも含め

て、そこでも、加入者の負担が、自治体の負担が、実際

に増えたり減ったりとするような、本当にいたるところ

にペナルティ要素があるかというふうに私は思うので

すが、こういうような制度の矛盾というのは、改善する

ものは改善しなければなりませんし、根本的には私たち

は廃止しなければならないというふに考えているわけ

で、町長、この点について、今一度、どういう印象を考

えられているのか、感じておられるのか、今言った部分

についても、高額負担についても、担当課長が言ったよ

うな問題が発生するわけです。それも当然、制度として

問題があるとすれば修正しなければならないだろうし、

私考えますが、町長、この点、どのように考えているの

か、町長自身も廃止しなければ根本的な解決にならない

というふうに思っているのか、その点も含めてお伺いし

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番、米沢議員の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。今回の後期高齢者医

療制度、途中でいろいろな課題がありまして、長寿医療

保険制度と名前も変えたり、いろいろなことをやってお

ります。国は医療費の高騰等々の中で、また、現役世代

の皆さん方の負担の割合の問題等々のなかで、国はこう

いった制度を考えてきたわけでありますが、この制度そ

のものについて、私は、現在の現役世代の皆さん方の負

担軽減等、また、高齢者といえども応分の所得のある

方々が応分の御負担をしながら、現役世代の皆さん方の

負担軽減につないでいくというこの制度につきまして、

制度そのものについては、私個人的な考え方としても否

定するものではないというふうに思っております。しか

し、この制度の今の中では、議員も御指摘の課題とか、

いろいろな課題がありますので、今、国も十分これらの

ことを見直しを図りながら精査しようと努めているわ

けでありますが、私といたしましても、是正しなければ

ならない課題が幾つかあるというには、認識をいたして

いるところでございます。これらにつきましては、国は

早急にこれらの見直しを図りながら、この制度の充実を

図っていただきたいものだと、私はこの制度そのものを

否定する考えは持っておりませんが、見直しを十分に図

って、制度として、国民・住民の皆さん方の理解を得ら

れる制度に改善を図っていくべきだというふうに、私的

には考えているところでありますので、御理解を賜って

いただきたいと思います。。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。なけれ

ば、これをもって質疑、討論を終了いたします。これよ

り議案第２号の件を起立により採決いたします。本件は、

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。よって本

件は、原案のとおり可決されました。以上をもって、本

臨時会に付議された案件の審議は、全部終了いたしまし

た。 
 

 

◎閉会宣告 

○議長（西村昭教君）これにて、平成２０年第２回上富

良野町議会臨時会を閉会いたします。 

 

午後１時３５分 閉会 
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